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要配慮者利用施設の

避難確保計画作成説明会

日時 令和２年２月１４日（金）

場所 藤沢市役所 災害対策本部室



■本日のスケジュール

講習会内容 担 当
時間配分

講演 累計

開会挨拶 5分 5分

１.講習会の開催目的及び避難確保計画作成の必
要性について

藤沢市 10分 15分

２.水害（洪水）への備え
神奈川県
河川課

15分 30分

３. 土砂災害への備え
神奈川県
砂防海岸課

15分 45分

４．防災気象情報の利活用について
横浜地方
気象台

20分 65分

質疑応答 5分 70分

休憩 10分 80分

５．避難確保計画の作成方法 藤沢市 35分 115分

質疑応答 5分 120分
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１．講習会の開催目的及び
避難確保計画作成の必要性について

藤沢市
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◇近年、「非常に激しい雨」や「大雨」の頻度は増加傾向にあります。【①・②】

◇年間の降雨日数は減少傾向にあり、気候の変化によるリスクの高まりが懸念されます。【③】

１．風水害による被害の頻発

気象庁資料
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岡山県倉敷市 小田川

愛媛県大洲市 肱川

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）

写真：中国地方整備局

◇西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨
◇期間中の総降水量は四国地方で1,800mm超

期間降水量の分布図（H30.6.28～7.8）

気象庁資料

１．風水害による被害の頻発
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H29年7月九州北部豪雨

大分県日田市小野地区 斜面崩壊
写真：九州地方整備局

H21年7月中国・九州北部豪雨

写真：中国地方整備局

山口県防府市 土砂災害

写真：国土交通省

１．風水害による被害の頻発

H28年8月 台風10号

岩手県岩泉町 小本川
写真：国土交通省

H27年9月関東・東北豪雨

茨城県常総市 鬼怒川破堤



○要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」が義務化されました。

・水防法及び土砂災害防止法の改正（H29.6）により、洪水による浸水が想定される区域や土砂災害(特
別)警戒区域内で地域防災計画で定められた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成・
訓練の実施が義務化されました。

・平成31年3月末時点での要配慮者利用施設（67,901施設）のうち、計画作成済施設は24,234施設（約
35.7％）です。

２．避難確保計画作成の義務化
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３．避難確保計画の作成の必要性

■H30年7月豪雨（西日本豪雨）で甚大な被害を受けた倉敷市真備町について、当時の映像記
録等から浸水していたと考えられる範囲と浸水深を整理した結果が下図です。
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３．避難確保計画の作成と訓練の必要性

■倉敷市では、H29年2月に洪水ハザードマップを作成し、公表していました。

■ハザードマップでは、広い範囲で浸水深が5.0m以上となる可能性が示されていました。
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３．避難確保計画の作成と訓練の必要性

■西日本豪雨で浸水した範囲とハザードマップの範囲は、ほぼ一致する結果となりました。

■災害リスクを「知っている」ことが、実際の避難行動になかなか繋がらないことが課題となっています。

 避難確保計画を作る（その時について考えてみる）ことが必要です。

 さらに作った計画を活かし、災害に備える取組の継続が大切です。

西日本豪雨時に浸水していたと考えられる範囲と浸水深

：ハザードマップで公表されていた浸水範囲



水害（洪水）への備え

神奈川県 県土整備局
河川下水道部 河川課



１．避難確保計画作成の背景と目的
２．近年の大雨による河川の状況
３．水害リスクの把握（事前の確認）
４．避難情報・気象情報等の把握

（大雨時の確認）
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H28年8月30日 岩手県小本川の水害 時間最大雨量70mm（岩泉町）
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○台風10号の雨により「グループホーム楽ん楽ん」と「介護老人保健施設
ふれんどりー岩泉」（岩手県岩泉町）で、大きな被害が発生

１．避難確保計画作成の背景と目的



H28年8月30日 岩手県小本川の水害 時間最大雨量70mm（岩泉町）
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○当時の施設の対応状況（報道発表資料より）

・施設の事務局⾧は「避難準備情報」が発令された
ことをテレビで見ていたが、高齢者や身障者等、
避難に時間がかかる人たちが避難を始めるべき情報
と認識しておらず避難を開始しなかった

・小本川は「水かさを増していた」が、雨脚は「傘を
ささないぐらいとなっていた」ため、余裕があると
思った

・施設では火災を想定した避難マニュアルを作り、訓
練もしていたが、水害を想定したものはなかった

１．避難確保計画作成の背景と目的
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○水防法及び土砂災害防止法の改正（H29.6）により、洪水による浸水が
想定される区域や土砂災害（特別）警戒区域内で市町村地域防災計画で定
められた要配慮者利用施設について、①避難確保計画の作成、②計画に基
づく訓練の実施が義務化されました。

１．避難確保計画作成の背景と目的



１．避難確保計画作成の背景と目的
２．近年の大雨による河川の状況
３．水害リスクの把握（事前の確認）
４．避難情報・気象情報等の把握

（大雨時の確認）

15

目 次



２．近年の大雨による河川の状況（全国）

〇平成27年 関東・東北豪雨
・⿁怒川の堤防が決壊
・4,300人が救助される
・浸水解消までに10日を要する

16画像出典:国土交通省関東地方整備局、国土地理院

〇平成28年 台風第10号
・北海道・東北地方で甚大な被害
・複数の河川で氾濫が発生
・高齢者福祉施設が被災し、９名

が死亡

⿁怒川（茨城県）

小本川（岩手県）



２．近年の大雨による河川の状況（全国）

〇平成29年 九州北部豪雨
・福岡県・大分県で観測史上最多

の降雨量を観測
・36名が死亡、800棟以上の住宅

が全半壊

17画像出典:国土交通省九州地方整備局・国土交通省

〇平成30年 ７月豪雨
・西日本を中心に多くの地域で水

害・土砂災害が発生
・岡山県倉敷市真備町では、河川

の氾濫等により51名が死亡、
5,000棟以上の住宅が全半壊

小田川（岡山県）

小野川（大分県）



２．近年の大雨による河川の状況（全国）

18
画像出典:国土交通省関東地方整備局

〇令和元年 台風第19号
・静岡県や関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨

となり、71河川140箇所で堤防が決壊
・各地で過去最大の雨量、水位を観測
・県内では浸水や土砂災害等により９名が死亡（全国では99名）
・相模川上流の城山ダムでは、運用開始後初めてとなる緊急放流が

実施された。

阿武隈川（福島県） 相模川・城山ダム（神奈川県）



19

○藤沢市でも、雨の降り方によっては甚大な被害が発生する恐れがあります。

平常時

１０月１２日１３時頃

〇令和元年 台風第19号（藤沢市内）

１０月１２日１５時頃 １０月１２日１６時頃

◇引地川 石川橋付近（藤沢市石川） ◇境川 高鎌橋付近（藤沢市高倉） ◇境川 大清水橋付近（藤沢市大鋸）

平常時 平常時

２．近年の大雨による河川の状況（県内）



避難情報・
気象情報等の把握

２．近年の大雨による河川の状況
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○施設の立地場所には、洪水時にどんな危険性があるのかを事前に確認
しておきましょう

○水害の発生の危険性を把握しましょう

◆水害リスクの把握
・洪水浸水想定区域
・浸水継続時間
・家屋倒壊等氾濫想定区域
・洪水ハザードマップ

◆避難情報の把握
・避難情報の種類
・避難開始の目安

◆気象情報等の把握
・降雨の情報
・河川の水位情報
・河川のカメラ画像

水害リスクの把握
※ 洪水予報河川、水位周知河川で

把握出来ます

ステップ１:事前の確認

ステップ２:大雨時の確認

☆避難計画を考える際に把握しておきたい情報



１．避難確保計画作成の背景と目的
２．近年の大雨による河川の状況
３．水害リスクの把握（事前の確認）
４．避難情報・気象情報等の把握

（大雨時の確認）
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○藤沢市内を流れる河川（県管理河川）

・境川
・柏尾川
・引地川
・蓼川
・目久尻川
・小出川

これらの河川は
水位周知河川に指定されています

３．水害リスクの把握

境
川

引
地
川

柏
尾
川

蓼
川目

久
尻
川

小
出
川

相
模
川

ステップ１:事前の確認



洪水予報河川

気象状況等から
数時間後の水位を予測し
その情報を周知する河川

２河川
相模川、酒匂川

（予測が可能な大河川を対象）

水位周知河川

河川の水位観測により
基準となる水位に到達した

情報を周知する河川

85河川
境川、引地川等

（予測が困難な中小河川を対象）
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〇 県では、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川について、
その河川の状況（水位）をお知らせしています。

３．水害リスクの把握 ステップ１:事前の確認

※この他、国が水位情報をお知らせする河川もあります。
洪水予報河川 ３河川（多摩川・鶴見川・相模川下流）／水位周知河川 ３河川（矢上川・早淵川・鳥山川）
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○水害リスクは、洪水予報河川及び水位周知河川で作成されている
｢洪水浸水想定区域図｣や｢洪水ハザードマップ｣で確認できます。

※新たに平成27年7月から”想定し得る最大規模の降雨”を対象とした「洪水浸水
想定区域」と｢家屋倒壊等氾濫想定区域｣を作成しています。

河川の種類

洪水予報河川
（県内４河川）

水位周知河川
（県内８５河川）

その他の河川※

国・県

洪水浸水想定区域

家屋倒壊等氾濫想定
区域

市町村

洪水ハザード
マップ

※「その他の河川」における施設の水害リスクについては、
過去の水害情報や雨の降り方等を参考として下さい。

３．水害リスクの把握 ステップ１:事前の確認
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○「洪水浸水想定区域」は、対象とする河川が氾濫した場合に、浸水が想定
される区域と水深等を表示したものです。

○洪水浸水想定区域図は、国または都道府県が作
成し、浸水想定区域／想定される水深／浸水継続
時間／家屋倒壊等氾濫想定区域について公表

〇 洪水浸水想定区域とは?

３．水害リスクの把握

境川水系 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

ステップ１:事前の確認
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○「浸水想定時間」は、氾濫水到達後、屋外への避難が困難となり孤立する
可能性のある浸水深０.５ｍに達してからその水深を下回るまでにかかる時間
を示したものです。

〇 浸水継続時間とは?

３．水害リスクの把握

境川水系 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

ステップ１:事前の確認
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○「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、堤防沿いの地域等において、堤防決壊等に
伴う氾濫流や河岸侵食により家屋が倒壊・流出するおそれが高い区域です。

○この区域では、洪水時には避難勧告等に従って安全な場所へ確実に立ち退き
避難する必要があります。

〇 家屋倒壊等氾濫想定区域とは?

境川水系 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

３．水害リスクの把握 ステップ１:事前の確認
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○洪水浸水想定区域等は、神奈川県のホームページから確認することができ
ます。

神奈川県 洪水浸水想定区域図 で検索!
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f3747/

３．水害リスクの把握 ステップ１:事前の確認
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○洪水ハザードマップは、県が作成した洪水浸水想定区域図をもとに市町村
が作成するもので、避難所等の避難に必要な情報が記載されています。

〇 洪水ハザードマップとは?

○藤沢市の洪水ハザードマップの例
＜洪水浸水想定区域図＞ ＜洪水ハザードマップ＞

３．水害リスクの把握 ステップ１:事前の確認

ぐるっとふじさわマップ（藤沢市HP）
http://guru-fmap.city.fujisawa.kanagawa.jp//index.php?gid=10006

境川水系

引地川水系



１．避難確保計画作成の背景と目的
２．近年の大雨による河川の状況
３．水害リスクの把握（事前の確認）
４．避難情報・気象情報等の把握

（大雨時の確認）
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〇 避難情報の把握 ➀避難情報の種類

発信情報 想定される状況 求める行動
避難準備・

高齢者等避難開始
（警戒レベル３）

避難勧告や避難指示（緊急）を
発令することが予想される場合

お年寄りの方、体の不自由な方など
避難に時間のかかる方と、その支援
する方は、避難を開始してください。

避難勧告
（警戒レベル４）

災害による被害が予想され、人
的被害が発生する可能性が高
まった場合

・避難場所へ避難してください。
・速やかに安全な場所に避難してく
ださい。

避難指示（緊急）
（警戒レベル４）

災害が発生するなど状況がさら
に悪化し、人的被害の可能性が
非常に高まった場合

・直ちに避難をしてください。
・外出することでかえって命に危険
が及ぶような状況では、自宅内のよ
り安全な場所に避難してください。

これらの情報が発信されていない場合でも、身の危険を感じた場合は、積極的に自主避難を始める必要があります。

○市町村が発信する避難情報には、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧
告」、「避難指示（緊急）」の３種類があります。

○要配慮者利用施設では、自力避難が困難な方の利用も多く、避難に時間を要す
ることから、「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、避難を開始す
ることが必要です。

４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認
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〇 避難情報の把握 ②水害時の避難開始の目安
○洪水予報河川や水位周知河川では、市町村⾧の避難勧告等の発令判断の目安と

なる基準水位を定め、その水位に到達した情報などを発表しています。
○基準水位において 避難判断水位 は高齢者等の避難の目安となっています。

【基準水位による対応の目安】

・「避難勧告」、「避難指示（緊急）」
の発令判断の目安

・住民の避難判断の参考になる水位

・「避難準備・高齢者等避難開始」の
発令判断の目安

・災害時要配慮者の早期避難の目安

・水防団の出動の目安

避難判断水位

４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認

▽水防団待機水位



○(雨量)   :123箇所

雨量に関する情報が表示されます。

〇 気象情報等の把握 ➀降雨情報
○県では、県内の雨量に関する情報を、リアルタイムで提供しています。

33神奈川県 雨量水位 で検索!
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_general/suibou_joho/

４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認
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〇 気象情報等の把握 ➀降雨情報
○降雨の状況は、｢今後の雨（気象庁HP）｣や｢川の防災情報（国土交通省HP）｣等

でも確認できます。
○｢今後の雨（気象庁HP）」では、15時間後の降雨予測も行っています。

今後の雨（気象庁ホームページ）
http://www.jma.go.jp/

川の防災情報（国土交通省ホームページ）
http://www/river.go.jp/x/

6時間前から15時間先の
降雨予測まで表示可能

４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認



△(水位) :154箇所

水位に関する情報が表示されます。

〇 気象情報等の把握 ②河川の水位情報
○県では、県内の水位に関する情報を、リアルタイムで提供しています。
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４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認



県内112箇所

カメラ画像の一覧が表示されます。
（拡大もできます）

〇 気象情報等の把握 ③河川のカメラ画像
○県では、県内の河川のカメラ画像を、リアルタイムで提供しています。

神奈川県 雨量水位 で検索!
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_general/suibou_joho/
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４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認



〇 気象情報等の把握
☆藤沢市付近の雨量計・水位計・監視カメラ

柏尾川:神鋼橋
（藤沢市宮前）

境川:高鎌橋
（藤沢市高倉）

引地川:大平橋
（藤沢市辻堂太平台）

藤沢土木
（藤沢市鵠沼石上）

水位計・監視カメラ

雨量計

境川:大清水橋
（藤沢市大鋸）

上土棚新橋
（綾瀬市上土棚中）

37

４．避難情報・気象情報等の把握 ステップ２:災害時の確認

境川:境川橋
（藤沢市鵠沼藤が谷）

高鎌橋
（藤沢市高倉）

引地川:石川橋
（藤沢市石川）

小出川:一ツ橋
（寒川町岡田）

目久尻川:戸中橋
（海老名市本郷）

御所見
（藤沢市打戻）

引地川:大山橋
（大和市福田）

蓼川:上土棚新橋
（綾瀬市上土棚中）



土砂災害への備え

神奈川県 県土整備局

河川下水道部 砂防海岸課

令和２年２月１４日
要配慮者利用施設の避難確保
計画作成説明会（藤沢市）
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令和元年12月24日
国土交通省 速報版より
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１．令和元年台風１９号の概要



41
がけ崩れ61件地すべり３件土石流等 30件

11月18日時点

①神奈川県内の発災状況

計94件

１．令和元年台風１９号の概要

国土交通省関東地方整備局提供
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相模原市緑区寸沢嵐 関川
（10月12日7時20分 土砂災害警戒情報発表）

土砂災害警戒区域（土石流）内

②土石流災害の事例
１．令和元年台風１９号の概要
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②土石流災害の事例

出典：神奈川新聞ニュースサイト（カナロコ）

相模原市緑区青根 此ノ間沢
（10月12日7時20分 土砂災害警戒情報発表）

土砂災害警戒区域（土石流）内

１．令和元年台風１９号の概要



44

③がけ崩れ災害の事例

相模原市牧野5519-4
（死者１名、負傷者2名）

（10月12日7時20分 土砂災害警戒情報発表）
土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）内

１．令和元年台風１９号の概要
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③がけ崩れ災害の事例

相模原市牧野5339-1
（死者２名）

（10月12日7時20分 土砂災害警戒情報発表）
土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）外

１．令和元年台風１９号の概要



④地すべり災害の事例

46

南足柄市矢倉沢 地蔵堂
（10月12日7時20分 土砂災害警戒情報発表）

土砂災害警戒区域（地すべり）外

１．令和元年台風１９号の概要
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[わたしたちの神奈川県（神奈川県総合政策課）」資料

土砂災害の発生件数（昭和49年～平成30年）

県全体4,068件 横須賀1,537件
横浜 1,032件
鎌倉 607件
逗子市 195件
その他 697件

※( )内は平成30年の災害数(全3４件)

主な被害
死者 ４３名 負傷者１４４名
全壊１０７戸 半壊・一部損壊７７5戸

昨年の神奈川県内における土砂災害の発生状況
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２．神奈川県内の土砂災害



令和元年10月１２日２０時発生
藤沢市西俣野

（17時１５分 土砂災害警戒情報発表）

がけ崩れ災害の事例
２．神奈川県内の土砂災害
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３．土砂災害防止法について
◇土砂災害の種類

土石流 急傾斜地の
崩壊

地すべり



３．土砂災害防止法について
◇土砂災害防止法とは

52



平成28年8月の台風10号による社会福祉施設の浸水被害（死
者９名）を踏まえ、水防法で避難確保計画が未作成の要配
慮者利用施設の管理者等へ避難確保計画の作成等を義務付
け

このため、土砂災害防止法を改正し、土砂災害警戒区域内
で警戒避難体制の整備を適確に講じる必要のある要配慮者
利用施設に対して、避難確保計画の作成等を義務付けるこ
とによって、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図
る。

避難確保計画 施設管理者等へ作成を義務付け

計画に基づく
避難訓練

施設管理者等へ実施を義務付け

改 正

改 正

計画作成の担保措置

➢計画を作成しない施設管理者等に対し
て、市町村長は必要な指示を行うこと
ができる。
➢正当な理由がなく、指示に従わないと
きは、市町村長はその旨を公表するこ
とができる。

３．土砂災害防止法について
◇要配慮者利用施設の管理者等へ避難確保計画の作成等を

義務付け
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施設⾧の声
「日頃から避難訓練をしていたこともあり、けが人を出さずに
すんでよかった」（NHK報道より）

○午前11時、土砂災害発生のおそれのある地区に避難勧告が発令され、その後、
避難指示に切り替わった。

○特別養護老人ホーム職員が施設利用者を2階へ移動させた後、近くの山から発
生した土石流が、施設の１階部分に流入したが、利用者及び職員全員難を逃
れた。

○同施設は、土砂災害警戒区域内に存しており、作成していた避難確保計画*に
基づき日頃から避難訓練*を実施していた。
【災害の経緯】令和元年１０月１２日
AM10:37 土砂災害警戒情報発表
AM11:00 避難勧告発令
PM 1:15 避難指示発令
PM 7:30頃利用者及び職員全員2階へ避難
PM 8:00頃施設1階に大量に土砂が流入

小山町

令和元年6月同施設での避難訓練実施状況
写真提供:静岡県

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

累
積
雨
量
(
m
m
)

1
時
間
雨
量
(
m
m
/
h
)

1時間雨量(mm/h)

累積雨量(mm)

PM8:00頃土砂が流入

AM10:37土砂災害警戒情報

AM11:00避難勧告 PM1:15避難指示

PM7:30頃 2階へ避難開始

R1.10/11～12雨量状況(御殿場観測所)

日頃の訓練
の成果

土砂災害警戒区域

特別養護老人ホーム

施設1階に土砂が大量に流入したが、全員無事 写真提供:静岡県

*土砂災害防止法により、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管
理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられてい
る

事前の準備により難を逃れた事例(静岡県小山町)
おやまちょう

54



目次

１．令和元年台風１９号の概要

２．神奈川県内の土砂災害

３．土砂災害防止法について

４．土砂災害警戒区域等の確認方法について

55



４．土砂災害警戒区域等の確認方法

土砂災害に関する情報をホームページで提供しています。

神奈川県土砂災害情報ポータル
http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html

① ② ③

市町村のハザードマップにリンクします

56



①のボタン 土砂災害（特別）警戒区域に該当しているか確認する

黄色に表示されている箇所が土砂災害警戒区域です。
赤色に表示されている箇所が土砂災害特別警戒区域です。

57

４．土砂災害警戒区域等の確認方法



例：2019年10月12日午前7時20分の表示

②のボタン 土砂災害の危険度を調べる

58

４．土砂災害警戒区域等の確認方法



③ 土砂災害警戒情報の発表状況を確認

【拡大】

事前に確認しておくこと

雨が降り出したら確認すること

大雨になったら確認すること

各市町村の土砂災害警戒情報の発表状況が表示されます。

① ② ③
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４．土砂災害警戒区域等の確認方法



【土砂災害情報ポータル以外での方法】

①市町村ハザードマップ
神奈川県 災害情報ポータル
http://www.pref.kanagawa.jp/

docs/jy2/hazard-map/index.html

②土砂災害警戒区域等について
国土交通省 ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/

③土砂災害の危険度について
気象庁 土砂災害警戒判定メッシュ情報
https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/

①

②③
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４．土砂災害警戒区域等の確認方法



令和2年2月14日 藤沢市要配慮者利用施設避難確保計画作成説明会

横浜地方気象台

防災気象情報の利活用について

気象庁マスコットキャラクター はれるん
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防災気象情報の種類

• 天気予報（季節予報、週間予報、短期予報）

• 注意報、警報、特別警報

• 大雨、洪水警報の危険度分布

• 早期注意情報（警報級の可能性）

• 神奈川県気象情報（大雨、雷、突風など）

• 台風情報

• 記録的短時間大雨情報

• 指定河川洪水予報

• 土砂災害警戒情報

• 竜巻注意情報

• 異常天候早期警戒情報

• 高温注意情報 他

気象台から発表される気象に関する情報
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防災気象情報の発表の流れ（大雨時の例）

令和元年台風第19号時の例
（雨に関するもののみ）

・気象情報
10月10日17時26分に第1号発表

以降13日06時12分の第11号まで発表

・早期注意情報
7日11時の天気予報から添付

・大雨洪水注意報
11日21時42分発表（藤沢市）

・危険度の時系列情報
11日21時42分から天気予報に添付

・大雨警報（浸水害）
12日07時05分発表（藤沢市）

・洪水警報
12日09時28分発表（藤沢市）

・土砂災害警戒情報
12日17時05分（藤沢市）

・指定河川洪水予報
相模川下流12日13時50分に第1号発表

以降13日07時35分の第4号まで発表

県内では
12日15時30分に大雨特別警報
（相模原市他）を発表

ホームページに記載（文字情報、図情報）

神奈川県の基準値は100mm/h
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注意報・災害が発生するおそれがある場合に発表
されます。

警 報・重大な災害が発生するおそれがある場合に
発表されます。

注意報
大雨、洪水、強風、波浪、大雪、風雪、高潮、
雷、濃霧、乾燥、霜、
低温、着氷、着雪、融雪、なだれ

警報 大雨、洪水、暴風、波浪、大雪、暴風雪、高潮

注意報・警報の種類と役割

注意報及び警報の発表→市町村ごとに発表（平成22年～）
64



警報・注意報の発表基準

（各地の基準は気象庁ホームページに記載）
65



発表中の警報・注意報

気象庁ホームページの
トップ画面でここを選
択
全国の発表状況が表示
されます

神奈川県をク
リックすると
県内の市町村
ごとの発表状
況が表示され
ます
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〇危険度を時系列で色分けした表示

＜令和元年10月12日11時発表の天気予報時の例＞

天気予報の画面からここをクリックし
市町村を選択します。

警報が発表される可能性の高さを「高」
「中」で表示し、5日先までの見越しを
表記します。

赤枠は警報の発表が予想される時間帯を、
黄枠は注意報の発表が予想される時間帯を示しています。

危険度を時系列で色分けした表示及び早期注意情報

〇早期注意情報（警報級の可能性）

＜令和元年10月11日11時発表の天気予報時の例＞
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大雨、洪水の危険度分布

土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数により判定された危険度を、
地図上への色分け情報として発表しています。

気象庁ホームページのトップ画面でここを選択

・土砂災害警戒判定メッシュ情報
・大雨警報（浸水害）の危険度分布
・洪水警報の危険度分布
・雨の様子

知りたい情報を選択
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指数について

表面雨量指数とは・・・
地面の被覆状況や地質、地形、勾配等の地理情報を考慮して、降っ
た雨が地表面にどれだけ残っているかを計算で求め数値化したもの
です。

土壌雨量指数とは・・・
降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを、解析
雨量をもとに計算で求め数値化したものです。

流域雨量指数とは・・・
流域に降った雨がその川にどれだけ流入しているかを計算し、上流
域に降った雨量や流下による時間差を考慮して数値化したものです。
県が発表する河川の水位情報とは異なります。

※警報・注意報の基準値が市町村により異なるため、危険度分布の画
面上では数値は表記されません。
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＜令和元年10月12日21時 台風第19号時の例＞

土壌雨量指数による危険度の状況を示した分布図

大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）

・1ｋｍメッシュ単位で、2時間先
までに到達すると予測される基準値
の危険度が表示されます。

・10分ごとに更新されます。
↓

大雨警報（土砂災害）の判定

黄色・大雨注意報
赤色・大雨警報（土砂災害）
発表の目安

藤沢市周辺を最大に拡大しツールを表示させた画面 70



大雨警報（浸水害）の危険度分布

・1ｋｍメッシュ単位で、1時間先
までに到達すると予測される基準値
の危険度が表示されます。

・10分ごとに更新されます。
↓

大雨警報（浸水害）の判定

黄色・大雨注意報
赤色・大雨警報（浸水害）
発表の目安

表面雨量指数による危険度の状況を示した分布図

＜令和元年10月12日21時 台風第19号時の例＞

藤沢市周辺を最大に拡大しツールを表示させた画面 71



洪水警報の危険度分布

流域雨量指数による危険度の状況を示した分布図

・河川ごとに、3時間先までに到
達すると予測される基準値の危険
度が表示されます。

・10分ごとに更新されます。

＜令和元年10月12日21時 台風第19号時の例＞

降水量により算出した指数によるもので水位情報とは異なります。
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特別警報の種類と発表基準

50年に一度の値（藤沢市の基準）
48時間降水量 347mm
3時間降水量 134mm
土壌雨量指数 218

（各地の基準は気象庁ホームページに記載）

警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害の起こるおそれ
が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し最大級の警戒を呼びかけます。

平成25年8月運用開始

特別警報が発表された場合は、既に災害が発生
している可能性があります。

（他に地震や火山噴火を対象とした特別警報もあります）
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危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報

（気象庁ホームページより＜内閣府の資料を基に気象庁で作成＞）74



その他の情報について

大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につなが
るような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために発
表します。神奈川県の発表基準は1時間雨量100ミリです。

あらかじめ指定した防災上重要な河川に対して、氾濫の危険性が高まっ
たときに国土交通省または都道府県と気象庁の共同で発表されます。県
内の対象河川は「多摩川」「鶴見川」「相模川」「酒匂川」です。

大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度
がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断
を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、
都道府県と気象庁の共同で市町村ごとに発表されます。

＜記録的短時間大雨情報＞

＜指定河川洪水予報＞

＜土砂災害警戒情報＞

75



レーダーナウキャスト（降水・雷・竜巻）

現在から1時間後までの状況を予想した情報です。 76



雨の様子（高解像度降水ナウキャスト、降水短時間予報）

12時間前から15時間後までの降水量の分
布を見ることができます。6時間先までは
10分ごと、7時間から15時間先までは1
時間ごとに更新されます。

3時間前から1時間後までの雲の動き、30
分後までの強い雨の範囲、雷の活動度、放
電の箇所、竜巻発生確度、アメダスの雨量
等を、1枚の画面で重ねてみることができ
ます。

雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） 今後の雨（降水短時間予報）

※使い方をクリックすると色々な
メニューが表示されます。
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ホームページから気象情報を確認する

防災情報をクリック＜気象庁＞

＜横浜地方気象台＞ このバナーをクリック（気象庁ＨＰデータリンク集）

横浜地方気象台の
ホームページでは、
トップページに
諸々の気象情報を
一括してみること
ができるバナーを
用意しています。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 79

４．避難確保計画の作成方法

資料３

藤沢市
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１．避難確保計画の作成にあたっての参考資料
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１．避難確保計画の作成にあたっての参考資料
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１．避難確保計画の作成にあたっての参考資料
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１．避難確保計画の作成にあたっての参考資料

作成の手引きや様式をダウンロードするこ
とができます。
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１．避難確保計画の作成にあたっての参考資料

👉計画作成に必要な

事項を記載した解説
書です。

👉記入例を参考に避

難確保計画を作成し
てください。
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２．避難確保計画の内容

計画作成後、提出する様式

【様式１～６】

※様式６は自衛水防組織を設置した場合のみ提
出

個人情報等が含まれるため、提出する必
要がない様式

※別添，別表１，別表２は、様式６で自衛水防
組織を設置した場合に作成

避難確保計画は、全ての項目
（様式）を検討・作成するこ
とを基本と考えて下さい。
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３．【様式１】 計画の目的・報告・適用範囲

③施設の人数を記載

①計画の目的を記入

②計画を作成したこ
とを市に報告する
文面を記載
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■避難先は浸水や土砂災害リスクがないと
ころへの【立ち退き避難を基本】とし
ましょう。

■立退き避難を検討した上で、避難する方
が利用者等の命に却って危険を及ぼし
かねないと判断する場合は屋内安全確
保等、命が助かる可能性の高い避難行
動を検討して下さい。

４．【別紙１】 避難経路図

①浸水想定区域図（土砂災害警戒区域図）

を用意する。

※説明会開催通知に同封した、区域図もご

活用ください。

②施設の場所を確認する。

③施設周辺の浸水深を確認する。（洪水）

④安全な場所を探す。

⑤避難場所までの避難経路に色を塗る。

作成の手順

作成のポイント！

浸水想定区域図

施設名 建物階数 浸水深

階 ~ m
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５．【別紙１】 避難経路図

ＵＲＬ http://guru-fmap.city.fujisawa.kanagawa.jp/

手順① 浸水想定区域図（土砂災害警戒区域図）を用意する。
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６．【別紙１】 避難経路図

最新の浸水想定区
域図は、こちらから
確認してください。
説明会開催通知に
同封した区域図は
想定最大規模に対
応しています。

市では令和２年度
にハザードマップ
の改定を予定して
います。
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７．【別紙１】 避難経路図

手順② 施設の場所を確認する。（カーソルを移動させ、地図を拡大する）

手順③ 施設周辺の浸水深を確認する。（洪水のみ）
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８．【別紙１】 避難経路図

手順④ 安全な場所を探す。

（この場合は、浸水想定区域外で水害避難所に指定されている

小学校。）

手順⑤ 危険箇所を避け、

避難場所までの避難経路に

色を塗る。避難経路の途中

に通行止め等の障害が発生

する可能性を踏まえ、複数

の避難経路を検討する。

留意事項 ■浸水が継続すること等により、避難生活が長期化する可能性も念頭に考えましょう。（屋
内安全確保時に、期待どおりに支援物資等が届かない可能性もあります。）

■施設利用者の避難生活の環境確保の観点から、類似施設となる提携先の施設や知り
合いの施設などは有力な候補となります。
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９．【別紙１】 避難経路図

避難経路図（イメージ図）屋内安全確保を検討する場合

立退き避難を検討した上で、避難する方が

利用者等の命に却って危険を及ぼしかねな

いと判断する場合は屋内安全確保（建物の

上階への避難や崖から離れた部屋への避

難）等、命が助かる可能性の高い避難行動

を検討します。

ただし、次の条件に該当する場合は、屋内

安全確保はできません。

〇施設が倒壊するような「家屋倒壊等氾濫

想定区域（※）」内に施設がある場合。

〇施設の全階層が水没してしまう恐れがあ

る場合。

（※神奈川県のホームページから確認することができます。ＵＲＬ：

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f3747/p10394

90.html
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１０．【様式２】防災体制

■どのようなときに、どのような体制をとる
かを決める。

■いつ避難すればよいのかを知る・決める。

①「避難準備・高齢者等避難開始」の言葉を

意味を知る。

②気象情報を見かたを知る。

③雨量情報、水位情報、土砂災害の危険度情

報の見かたを知る。

④施設の防災体制をつくる。

作成の手順

作成のポイント！
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１１．【様式２】防災体制

手順① 「避難準備・高齢者等避難開始」の言葉を意味を知る。
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１２．【様式２】防災体制

手順② 気象情報を見かたを知る。

手順③ 雨量情報、水位情報、土砂災害の危険度情報の見かたを知る。

情報内容 取得機関 URL・連絡先

台風等の各種気象情報

気象庁HP http://www.jma.go.jp/jma/index.html

横浜地方気象台 https://www.jma-net.go.jp/yokohama/

雨量水位情報
神奈川県HP

「神奈川県雨量水位情報」
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_general/suibou_joho/

土砂災害情報 神奈川県土砂災害情報ポータル http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html

県内の
防災情報

神奈川県災害情報ポータル https://www.bousai.pref.kanagawa.jp/

避難勧告等の情報

ふじさわ防災ナビ～防災インフォメーショ
ン

http://bosaiinfo.city.fujisawa.kanagawa.jp/

ふじさわメールマガジン配信サー
ビス

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kouhou/shise/koho/sonota/m-
magazine/index.html

電話に関する情報 NTT 113

地デジ・データ放送の防災情報 NHK 等 地デジ対応テレビのリモコンで「ｄボタン」を押す
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１３．【様式２】防災体制

手順④ 施設の防災体制をつくる。

【体制の確立の判断時期】

記入例を参考に河川や土
砂災害の情報を追記してく
ださい。

【活動内容・対応要員】

記入例を参考に必要な項
目を記載してください。
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１４．【様式３】情報収集・伝達

■誰が、どのような手段で、そのような情
報を収集するのか（情報収集伝達要員
とその役割）を決める。

①防災情報の収集方法を決定する。

※様式では、あらかじめ推奨する情報の収

集方法を記入してありますのでご活用くだ

さい。

作成の手順

作成のポイント！
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１５．【様式３】情報収集・伝達

防災行政無線（屋外スピーカー）の放送内容の情報は次の手段でも確認可能です。

防災ラジオ
防災行政無線と連動してレディオ湘南から受信される緊急割込放送
を自動受信することができます。
避難確保計画の作成が必要な施設には、避難確保計画提出時に無償
で貸与しますので、まだお持ちでない施設がございましたら、ご連
絡ください。
連絡先 防災政策課（電話50-8380）

テレドーム
防災行政無線の放送内容が自動音声で流れます。
電話番号：０１８０－９９４－１４４

ふじさわ防災ナビ～ツイッター
気象情報を始めとする防災情報を配信します。
https://twitter.com/Bousai_Fujisawa

メールマガジン配信サービス「ふじさわ防災ナビ～防災・気象情報」
天気予報、気象庁警報、注意報、防災情報などを配信します。
次のアドレスに空メールを送信して登録。mm@fuji-anshin.net

スマートフォンアプリ
市が提供した情報を通知します。
・Yahoo！防災速報
・ＮＨＫニュース・防災など

いずれかの手段で情報を入
手できる体制を整えてください。
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１６．【様式４】避難誘導

■誰が、誰をどのように避難されるか（避
難誘導要員）を決める。

①避難先、避難経路の安全性を再度確認す

る。

②避難先までの移動距離と移動手段は避難

経路図をもとに設定する。

※ぐるっとふじさわマップには距離計測機

能があります。

③必要な車両台数、人数を確保できる体制

を確保する。

作成の手順

作成のポイント！

屋内安全確保の場合は、施設内の避難場所
の階数や部屋の名前等を書きましょう。
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１７．【様式５】避難確保を図るための施設の整備

①必要な資機材を追記する。

※様式には、あらかじめ推奨する備蓄品が記

入されています。

作成の手順

■情報収集・伝達時、避難誘導時に必要なもの
（案内旗、拡声器など）を整理する。

■避難所等での避難生活時に必要なもの（水
、食料、薬など）を整理する。

■水害時に活用できる状態かを確認する。

作成のポイント！
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１８． 【様式６】 自衛水防組織の業務に関する事項

①別添、別表1,2を活用し、組織を設置する

①別添、別表1,2を活用し、組織設置を記入
する。

②研修及び訓練計画を記入する。

作成の手順

②研修・訓練計画は【様式５】
に基づいて記述する

留意事項：自衛水防組織の設置について

• 自衛水防組織の設置は努力義務ですが、設置するこ
とが望ましいと考えられます。設置した場合、市町
村への報告が必要です。

• 既に自衛消防組織を設置している場合は、それらの
情報も活用してください。

洪水浸水想定区域内の施設で、自衛防災組織を
設置する場合のみ作成
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１９．【別添】 自衛水防組織活動要領

➀施設名を変更する

作成の手順

①施設名に変更する
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２０．【別表１・別表２】 自衛水防組織の業務

【別表１】 様式12を活用する

【別表２】 様式５を活用する

作成の手順

【様式12 防災体制一覧表】を活用する

【様式５ 避難の確保を図るための施設の整備】を活用する
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２１．【様式７】 防災教育及び訓練 ※市への提出は不要です。

４ 10

５ 10

５ 20

５ 30

５ 30

６ 15

６ 30

【防災教育及び避難訓練の年間計画作成例】

①訓練内容と実施月を記入する。

②従業員と施設利用者の防災教育の日程を決
める。

③防災訓練の実施日は、出水期（６～１０
月）までに設定する。

④訓練結果を踏まえ、計画の見直し時期を決
める。

作成の手順
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２２．【様式８】 施設利用者緊急連絡先一覧表 ※市への提出は不要です。

➀施設利用者の氏名、年齢、住所を記入する。

②施設利用者の緊急連絡先となる情報（氏名、続柄、電話番号、住所）を記入する。

作成の手順

■施設利用者の連絡先等の情報は、定期的に確認・更新することが必要です。

■施設利用者の保護者や家族への緊急時の連絡先や緊急搬送先を整理しておくことが有効で

す。

作成のポイント！
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２３．【様式９】 緊急連絡網 ※市への提出は不要です。

■連絡が途切れた場合にも連絡が繋
がるような連絡網と運用ルールが重
要です。 （例：連絡がつかない場合は一旦
次の人に連絡し、同じ人が後から確認するこ
とをルール化する 等）

■連絡先は定期的な更新が必要です
。

①施設の職員の連絡網

②施設利用者の保護者等の連絡網

①施設管理者から従業員を含め
た施設関係者の緊急連絡網を
作成する。

②施設利用者の保護者や家族へ
の緊急連絡体制を作成する。

作成の手順

作成のポイント！
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２４．【様式10】 外部機関等への緊急連絡先一覧表 ※市への提出は不要
です。

作成の手順

①必要な外部機関の連
絡先を記入。
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２５．【様式11】 対応別避難誘導方法一覧表 ※市への提出は不要です。

作成のポイント！

■要配慮者の特性を踏まえた移動
手段を整理する。

■誰が対応するかを決定する。

■移動に必要な時間を考える。

①施設利用者の避難における配慮事項

を整理する（一番左側の列の情報）。

②施設利用者の氏名、避難先、移動手

段、担当者を記入。

作成の手順
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①各要員の役割に適した担当者を
決める。

②各要員の対応内容を決める。

③様式１１の利用者と従業員数、
移動手段等の「避難誘導方法」
との整合を図る。

２６．【様式12】 防災体制一覧表 ※市への提出は不要です。

作成の手順

作成のポイント！

■責任者がいない場合を想定して
おく。

■事前に決めておいた担当者がい
ない場合を想定しておく。



⑥洪水時に係る教育・訓練の項目を追加（手引き P21参照）
従業員への洪水時を想定した防災教育及び訓練に関する事
項を追加する。 ※実情に応じ、各施設の判断で消防計画上実施している

教育・訓練をもって代えることができる。

２７．既存の計画への追記による避難確保計画の作成
洪水時の避難確保計画は、消防計画などの既存の計
画に、洪水時に係る体制・対応を追加して作成できます。

（目的）

第〇条 この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、〇〇〇〇の防火管理業務に
ついて必要な事項を定め、火災、地震及びその他の災害の予防及び人命の安全並びに
被害の軽減を図ることを目的とする。

また、水防法第１５条の３第１項に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る
ことを目的とする。

（自衛水防の組織と任務分担）

第〇条 〇〇〇〇の自衛水防組織として△△△を統括管理者とし、次の任務分担により
自衛水防組織を別表〇のとおり指定する。

係別 任務内容

統括管理者
自衛水防隊の各係員に対し、指揮、命令を行う。避難状況の把握を行う。自衛水防組織の各
係員に対する教育及び訓練を行う。

情報伝達係 洪水時における洪水予報等の情報収集を行う。関係者及び関係機関との連絡を行う。

避難誘導係 避難誘導にあたる。未避難者、要救助者の確認を行う。避難器具の設定、操作にあたる。

（洪水時の活動）
第〇条 洪水時においては、次の防災体制をとる。

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注意体制 〇〇情報発表 情報収集、関係職員招集 情報伝達係

警戒体制
〇〇情報発表
〇〇地区避難準備・高齢者等避難開始発令

情報収集、資器材準備、要
配慮者の避難誘導、・・

情報伝達係、避難
誘導係、・・

非常体制
〇〇情報発表
〇〇地区に避難勧告又は避難指示（緊急）発令

施設全体の避難誘導、・・ 避難誘導係、・・

（洪水時の避難誘導）
第〇条 洪水時の避難場所、避難経路、避難誘導方法については、下記に従う。
（１）避難場所・経路
・第〇条の震災時の避難場所・避難経路に定める通り。
・上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設〇棟の２階へ避難し、屋内安全確保を図る。
（２）避難誘導方法
・施設外の避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況について予め説明する。
・避難する際は、原則として車両等を使用せず徒歩とする・・・等

（洪水に備えての準備品）
第〇条 第〇条の震災に係る準備品に加えて、洪水に備え次の
品目を常に使用または持ち出せるよう準備しておき、定期的に点検を行う。

（洪水対策に係る教育及び訓練）
第〇条 施設管理者は、次により防災教育及び訓練を行うものとする。

予定実施月 内容

全従業員 〇〇月 （１）洪水予報等及び洪水時の避難に係る研修
（２）情報収集・伝達に係る訓練
（３）避難誘導に係る訓練

新入社員 その都度

自衛水防組織 〇〇月

一文を追記

消防計画に追記する例 ・・以下の6事項を追記する

①計画の目的に「洪水時の避難」を追記
消防計画の第1条（目的）に、水防法第15条の3第1項に基づく
洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を加える。

②自衛水防組織の項目を追加（手引き P21～P23参照）
自衛消防組織の記載を参考に、洪水予報等の情報収集、洪水
予報等の情報収集、洪水時における避難誘導、構成員への教
育及び訓練、その他水災の軽減のため必要な業務の任務を記
載。 ※なお、各施設の判断で自衛消防組織など既存の枠組みの活用も可

③洪水時の防災体制の項目を追加（手引き P4～7参照）
「洪水時の防災体制」の項目を追加し、洪水時の体制、体制区
分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準、体制区分ごと
の活動を実施する要員を記載。

④洪水時の避難誘導の項目を追加（手引き P17～19参照）
「洪水時の避難誘導」の項目を追加し、避難場所、避難経路、
避難誘導方法を定める。 ※なお、震災時等の避難場所、避難経路が洪

水時と同一の場合、これを引用することでよい。

⑤避難の確保を図るための施設を追加（手引き P20参照）
洪水予報等の情報収集・伝達及び避難誘導に使用する資機材
を記載する。 ※自衛消防組織の装備または震災時等に備えた資機材等の

記述がある場合、その他不足する資器材を追記することでよい。

活動の区分 使用する設備又は資器材

情報収集・伝
達

テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリー

避難誘導
名簿（従業員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照
明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャケット、蛍光塗料
施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具

項目を追加

項目を追加

項目を追加

不足分を追加

項目を追加
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２８．【避難確保計画チェックリスト】記載項目の点検を実施

①施設の情報を入力。

②チェック項目の内容について、
記載がある場合は、セルフチェ
ック欄をチェック。

③チェックがつかないやむを得な
い理由がある場合は、その理由
を記入。

④避難確保計画と合わせて提出。

作成の手順

作成のポイント！

■記載内容に漏れがないか、チェ
ックリストを使って確認。



112

２９．避難確保計画の提出について

避難確保計画を作成、修正（※）した場合は、「避
難確保計画」（２部）と「避難確保計画チェックリス
ト」を２０２０年５月末までに提出してください。

提出先 危機管理課（本庁舎７階）

電話 0466-25-1111

※修正について、軽微な修正の場合は報告する必要はありません。

軽微な修正とは、施設の利用者・職員数の変更、情報収集手段の追加、
避難確保資機材の更新、防災教育及び訓練実施月の変更などを指しま
す。

なお、防災体制や避難場所の変更等、避難体制等に関する内容を修正
した場合は、再度、提出をお願いいたします。


